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土壌汚染の状況の把握及び汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定める ｢土壌

汚染対策法｣ が平成��年２月��日に施行されました｡
この法律では､ 特定有害物質の製造､ 使用又は処理をしていた施設において特定有害物

質の使用等を廃止した場合の､ その施設に係る工場・事業場等の敷地であった土地や､ 知
事が土壌汚染により人の健康に係る被害を生じるおそれがあると認める土地の所有者等に､
土壌汚染の状況等について調査を行い､ その結果を知事に報告することを義務付けていま
す｡ また､ 調査の結果が基準に適合しない場合は､ 知事は当該土地について汚染されてい
る区域として指定し (以下 ｢指定区域｣ という)､ さらに指定区域の土壌により人への健
康被害が生ずるおそれがある場合は､ 知事は土地の所有者等に対して汚染土壌を掘削して
取り除く等の措置を命令することができます｡
なお､ 土壌汚染対策法では人の健康に係る被害を生ずるおそれがある特定有害物質とし

て､ 鉛､ シアン､ トリクロロエチレン等の��物質を指定しています｡��
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の状況等の調査結果の知事への報告は､ 平成��年度も

なく､ 知事による ｢指定区域｣ の指定もありません｡��
土壌汚染対策法が施行されてから５年が過ぎ､ 徐々に工場・事業場の設置者や土地の売

買に関係する不動産業等の事業者にも法の趣旨が理解されつつあります｡ 今後も､ 特定有
害物質の使用廃止を契機とした土壌汚染の状況調査の実施や､ 調査猶予の申請等について
さらに周知を図るとともに､ 有害物質の取扱い及び処理方法等のより一層の改善を指導す
ることが必要となっています｡��
平成��年度は､ 特定有害物質の使用を廃止した工場・事業場等に対して特定有害物質の

調査の実施や調査猶予の申請書提出等､ 土壌汚染対策法に基づく対応について指導を行い
ました｡
また､ 工場・事業場等の公害防止指導対策の一環として､ 各保健所の環境担当者による

立入検査の中で有害物質の適正な使用と管理等の指導を行いました｡� ����
県内では熊本平野西部地域で地盤沈下が生じています｡ そのため､ 県では基礎資料を得

るため昭和��年から地盤変動状況の調査を実施しました｡ 調査は当初県で実施していまし
たが､ 平成６年からは熊本市が引き続き調査を実施しています｡ 熊本平野西部地域の年間
地盤沈下の経年変化は表２－４－１のとおりです｡
今後も熊本地域に立地する工場・事業場などに対して節水を働きかけるとともに､ 生活

用水の節水を推進していくことなども必要です｡
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(注) 地盤沈下調査地点は過去に52ヶ所 (平成16年度は37ヶ所) で実施しており､ その代

表13地点の測定データを昭和54年から５年ごとに転記したものと､ 平成16年度から
平成18年度の測定データです｡ 各測定場所における各年度の変動量を合計しても､
累積変動量と一致しません｡
なお､ 平成19年度は測定を実施していません｡
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